
横浜弁護士会 

遺言・相続に関する 

セミナー＆相談会（無料） 
平成２７年６月１５日（月） 午後１時３０分～ 

横浜弁護士会館 
 

  参加希望の方は裏面の申込書でお申込み下さい 
 

● 生前にできる相続（争族）対策とは？ 

● 後で揉めないための遺言の書き方とは？ 

● 話合いがまとまらない場合は，どうしたらいいの？ 

● 相続税って，どういう場合にかかるの? 
 

                            

 

◆セミナー（無料）◆ 
日 時：平成２７年６月１５日（月）  

午後１時３０分 ～ ３時００分  

会 場：横浜弁護士会館 ５階 

内 容：相続の基礎と遺産分割の実情 

      公証役場の上手な利用方法   

講 師：弁護士 川瀬 典宏（横浜弁護士会） 

公証人 笠井 勝彦（川崎公証役場） 
 

 

◆法律相談会（無料）◆                      
日 時：平成２７年６月１５日（月）     

午後３時１５分 ～ ４時４５分 

（相談時間１人あたり約３０分） 

会 場：横浜弁護士会館  

 

＜お問い合わせ＞ 横浜弁護士会総合法律相談センター  電話：045-211-7700  FAX：045-662-2277 

             〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地  ホームページアドレス：http://www.yokoben.or.jp 



※参加希望の方は、ＦＡＸまたは郵送でお申し込みください 
ＦＡＸ：０４５－６６２－２２７７ 
郵 送：〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地  

横浜弁護士会総合法律相談センター宛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募要項】 

・参加費は，セミナー・法律相談会ともに無料です。 

・参加の受付は，定員（セミナー５０名，法律相談会１０名）に達し次第，締め切らせていた

だきます。先着順の受付となりますので，お早めにお申込みください。お申込み後，郵便に

て結果をお知らせします。（開催日直前の場合、お電話にてご連絡することがあります。） 

・法律相談の時間は，以下の①～③いずれかの時間を指定させていただきます。 

①午後３時１５分～３時４５分    ②午後３時４５分～４時１５分  

③午後４時１５分～４時４５分 

・法律相談の相談内容は，遺言・相続に関するものに限らせていただきますので，ご了承ください。 

 

【会場のご案内】 

 

 

 

 

 

 

住 所：横浜市中区日本大通9番地 

電 話：０４５（２１１）７７００ 

アクセス：（電車でお越しの場合） 

・みなとみらい線日本大通り駅 1番出口 徒歩約1分 
・横浜市営地下鉄関内駅 1番出口 徒歩約10分 
・JR関内駅 南口 徒歩約10分  

 

 

   

 
 

◆ 無料セミナーへの参加を申込みます  
 
◆ 法律相談会（無料）への参加を（ 希望します ・ 希望しません ） 

    ※どちらかを○でお囲みください。（ 法 律 相 談 会 のみへのご参加はお断りさせて頂きます ） 

お 名 前：                            

ご 住 所：                                               

電   話：                            

Ｆ Ａ Ｘ：                            

 


